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喬
　
　
麗

高
食
家

裁
　
　
衣

鯨

尺尺尺

「
一
δ
　
　
　
翼
凹
、
O
O
．

　
　
　
　
　
　
　
東
後
光
尺

「
壼
　
　
　
三
八
O
δ
O
　

コ
読
　
　
天
O
、
8
、

】、

i
　
　
四
十
、
σ
U

一
2
0
舞
　
　
棊
讐
二

－
正
倉
院
木
尺

濾
洲
及
覇
鮮
大
尺

『
八
O
内
外

㊥
晋
衝
蔵
入
寸
好
古
日
鋒
に
よ
ろ
⑲
麿
大
尺
、

　
最
上
徳
内
に
よ
る
o

L
正
念
院
晶
賊
尺
黒
版
勝
奨
域
調
杳
帥
に
從
ふ
。

凱
明
治
四
十
∴
二
年
農
商
勝
省
瞼
定
に
從
ふ
Q

？
朱
氏
尺
及
晋
後
尺
ぱ
二
瀬
ミ
三
瀬
オ
の
中
間

に
鵬
す
◎

六
尺
五
寸
の
弓
　
　
　
　
一
、
琶
O
O
　
　
髭
四
b
O

支
那
七
尺
玉
寸
の
弓
　
　
　
一
、
翫
8
　
　
晦
繋
δ

安
　
甫
　
一
　
尺

一、

装

堪
Q
δ

△
・
實
物
に
隔
て
測
定
ぜ
る
も
の
。

其
他
幣
嘗
回
歴
志
、
及
狩
谷
鮫
弊
に
從
ふ
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

晦
治
聯
年
の
地
方
官
稟
議
㈲

　
　
五
・
民
愈
の
由
來
’

朗
活
初
年
の
地
方
整
髪
議
に
於
て
、
最
も
重
大
な
る
議

　
　
錦
十
懸
　
　
研
　
究
　
　
明
日
初
年
の
馳
方
官
禽
議
・

文
學
士
　
鰻

　
　
　
　
　
　
｝
蓋

魯
血

●
ゴ
菖

ヲ

甚
　
太
　
郎

案
は
、
八
年
度
の
民
會
案
、
十
「
年
度
の
府
縣
會
案
、
十

三
年
度
の
府
縣
會
規
則
修
正
案
で
み
っ
て
．
日
本
民
纏
史

　
　
　
　
　
　
　
　
轄
耀
一
號
　
　
　
　
山
ハ
七
　
　
　
（
山
ハ
七
）

伊”



　
　
　
第
十
絵
　
　
研
　
兜
　
　
閉
泌
初
年
の
触
方
賞
倉
議

上
に
於
て
は
、
地
方
官
會
議
夫
嶽
身
の
存
在
よ
り
は
寧
ろ

此
の
議
案
の
通
輝
を
以
て
重
大
な
る
意
．
義
ご
結
果
ご
を
認

め
ね
ば
な
ら
澱
Q
今
精
に
於
て
は
國
愈
の
重
き
に
比
し
、

府
縣
會
は
さ
し
て
重
大
な
る
意
昧
を
持
た
な
い
が
、
國
魯

未
だ
開
か
れ
ざ
る
明
治
二
十
年
前
に
於
て
は
民
灌
患
想
の

培
養
素
こ
し
て
府
縣
會
を
無
競
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ

っ
た
。
さ
れ
ば
一
蓋
の
入
々
よ
・
9
は
此
會
を
以
て
大
権
下

移
の
端
を
啓
く
も
の
こ
し
て
府
縣
會
中
止
の
議
を
す
ら
上

ら
れ
た
こ
ご
も
あ
る
。
糖
瞼
公
か
く
逸
早
く
も
艮
會
が
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
薫
騒

治
論
ご
し
て
論
議
せ
ら
れ
た
の
は
又
霞
家
す
る
厨
が
顔
る

遠
い
。
凡
て
明
治
の
新
文
明
慮
れ
は
西
洋
傳
來
の
説
に
趣

く
所
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
三
百
年
間
に
亙
る
封
建
制
度

の
カ
は
亦
絶
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
撮
め
に
、
凡
て
の
新

罰
度
も
一
度
は
藩
鋼
の
内
に
培
養
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

此
の
訪
客
の
制
度
も
亦
藩
墨
跡
糧
時
代
の
歴
更
を
辿
る
べ

き
必
要
が
あ
る
。

　
…
藩
の
領
内
に
於
て
、
一
地
方
に
樹
し
て
委
任
統
治
に

　
　
　
　
　
　
　
　
錦
一
號
　
　
　
　
ゐ
ハ
八
　
　
　
（
山
ハ
入
）

等
し
き
剃
度
を
立
て
、
居
た
一
例
ε
し
て
、
余
は
佐
嘉
藩

に
於
け
る
「
囲
」
を
引
麗
し
た
い
。
此
の
藩
に
而
て
は
藩
主

鍋
島
家
一
門
よ
り
國
老
以
下
に
及
ぶ
ま
で
大
高
を
有
す
る

も
の
は
、
其
鎮
地
内
に
立
業
を
構
へ
て
其
家
臣
を
居
住
せ

し
め
、
領
地
内
の
租
税
を
験
熱
し
。
其
幾
分
を
藩
主
に
献

き
米
し
、
其
籐
を
以
て
囲
主
の
勝
手
向
よ
り
家
臣
の
給
隷
役

研
費
用
學
綾
費
兵
隊
給
等
を
支
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
諌

早
團
、
多
久
團
の
如
き
契
で
あ
る
。
難
腎

　
維
新
後
に
至
っ
て
、
朝
廷
の
政
治
方
針
が
公
議
奪
重
、

從
っ
て
官
吏
公
…
選
ご
云
ふ
黙
…
を
力
強
く
宣
雷
せ
ら
れ
て
…
以

摩
は
各
藩
は
、
此
聖
霊
を
忠
鄭
貰
に
遵
奉
す
る
に
務
め
た
Q

そ
の
桔
果
は
、
隠
然
民
會
を
馴
致
し
た
傾
が
あ
っ
だ
。
鍋

島
膚
…
正
公
簿
に
云
ふ
、

　
　
　
　
　
　
　
畔

　
　
朝
廷
に
て
も
公
論
公
選
の
主
張
盛
ん
に
し
て
，
江
藤
蓼
政
亦
將

　
　
來
の
寛
恕
は
議
會
を
召
集
す
る
に
錦
帯
す
ミ
の
意
見
を
持
し
た

　
　
り
し
か
ば
、
史
局
其
他
も
此
に
罰
蓋
し
甕
に
高
秋
明
治
二
年
の

　
　
年
度
改
ま
る
以
繭
に
、
村
々
の
庄
屋
を
投
票
公
選
に
て
定
め
，
西



職

　
S
各
郡
．
令
に
協
議
し
て
邉
に
之
を
決
行
し
た
り
。
是
に
於
て
各

　
郡
令
は
村
中
に
田
地
多
く
耕
す
る
農
民
を
適
常
に
選
義
人
に
定

　
め
便
宜
の
聯
胤
寺
院
に
召
集
し
た
り
し
に
、
村
民
は
握
飯
を
持

　
ち
て
集
合
し
郡
官
の
立
ち
愈
へ
ろ
面
前
に
て
庄
屋
に
投
票
を
な

　
し
し
か
ば
、
之
を
開
票
す
る
に
及
ん
で
改
名
の
容
易
に
行
は
れ

　
た
る
當
畦
～
こ
て
氏
も
な
く
名
も
重
ん
ぜ
ら
れ
ざ
る
三
民
な
れ
ば

　
唱
名
を
書
き
た
る
あ
り
緯
號
を
書
き
曇
る
あ
り
、
開
票
者
は
此

　
を
工
み
上
げ
た
れ
ば
源
…
三
唱
こ
か
藤
橘
ε
か
呼
は
る
等
還
る
喧
欝

　
を
極
め
弛
り
、
而
し
て
下
職
の
結
果
は
朴
魯
謹
厚
に
し
て
事
務

　
に
叢
へ
ざ
る
も
の
・
如
き
も
の
多
く
暴
け
ら
れ
た
の
。
其
當
浬

　
の
一
人
曇
る
大
底
務
の
宅
に
年
議
論
愛
す
る
者
あ
り
、
よ
っ
て

　
庄
屋
に
な
り
た
る
條
を
大
緋
務
に
慰
事
し
磨
り
し
に
，
大
癖
務

　
は
呆
氣
に
ミ
ら
れ
、
彼
の
眞
題
目
に
不
束
な
れ
さ
御
上
の
儒
め

　
一
際
に
心
得
勤
む
る
畳
悟
な
り
ε
い
ふ
に
鋤
し
、
否
ε
よ
村
中

　
よ
り
公
禦
せ
ら
れ
た
る
以
上
是
よ
り
村
の
爾
め
に
棚
談
ず
る
が

　
肝
要
な
リ
ミ
言
ひ
穂
か
せ
た
り
し
に
、
彼
い
ぶ
か
し
き
顔
に
て

　
御
上
の
御
威
光
を
被
り
て
勤
む
る
心
得
な
る
に
村
の
者
の
儒
に

　
す
る
ε
は
私
は
勤
ら
ぬ
虚
蝉
な
る
べ
し
ミ
惰
氣
た
の
云
云

ご
、
　
一
斑
を
児
て
全
駒
を
察
す
べ
し
で
あ
る
が
、
か
く
て

　
　
　
第
十
巷
、
　
研
　
究
　
　
朋
活
剃
年
の
亀
方
官
倉
議

各
藩
は
殆
ご
智
藩
の
公
議
機
醐
を
備
へ
た
。
長
島
藩
の
議

事
局
、
丹
南
・
成
朋
・
郡
上
・
尼
崎
諸
藩
の
議
事
所
、
櫛
羅

藩
の
藩
議
院
、
西
大
路
藩
の
接
壌
室
。
宇
和
島
藩
の
集
議

院
、
龍
野
藩
の
議
事
局
、
三
草
藩
の
衆
議
局
、
芝
村
・
明

石
藩
の
衆
議
所
、
吉
田
藩
の
集
議
局
、
高
松
藩
の
議
政
堂

岡
山
藩
の
議
事
院
な
ざ
そ
の
前
で
あ
る
。
鱒
馨
蔽
騙

劔
総
覧
議
そ
し
て
此
等
の
議
事
所
に
於
て
役
入
の
選
暴

の
如
き
は
藩
中
二
三
男
に
迄
も
選
潮
汁
與
へ
た
。
購
鎌

今
一
例
ご
し
て
明
治
二
年
秋
田
藩
の
蓬
を
引
用
す
る
Q

　
　
幅
門
閥
五
大
の
弊
習
を
除
き
鷺
宮
才
能
を
以
て
任
用
す
べ
し
、

　
　
放
に
宮
を
授
≦
⇔
こ
ミ
位
秩
に
拘
ら
す
。

　
　
一
選
暴
の
法
言
騰
を
問
は
す
賢
能
を
畢
ぐ
る
を
要
言
す
。
故
に

　
　
其
人
有
れ
ば
庶
直
ぐ
」
難
も
駿
宜
し
て
之
を
用
ふ
べ
し
。

　
　
解
官
の
儒
め
に
入
を
撰
み
人
の
爲
め
に
官
を
撰
は
す
，
故
に
其

　
　
人
な
け
れ
ば
其
官
を
轟
き
、
必
ず
し
も
塘
員
を
備
へ
す
。

　
　
一
會
議
所
を
設
け
藩
主
親
臨
諸
官
塞
集
攻
事
の
重
行
を
商
議
裁

　
決
す
、
庶
入
ε
難
痔
論
あ
る
も
の
は
其
議
に
預
り
所
見
を
叢
す

　
　
こ
ぐ
」
を
学
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
唱
…
概
　
　
　
　
六
九
　
　
　
（
山
脚
九
）

＼

，



第
十
讐
　
　
研
　
究
　
　
明
治
遡
年
㊧
聴
方
嘗
奇
鳳
議

　
嚇
欧
窮
の
得
失
を
建
白
す
る
者
は
管
賎
を
湛
ば
す
書
載
を
禽
議

　
　
所
に
濡
す
べ
し
、
或
は
事
矯
密
に
跨
り
封
書
蜜
臼
す
る
者
は

　
　
監
察
を
介
し
て
親
達
す
べ
し
、
羊
皮
画
総
を
設
け
衆
撚
を
し

　
　
て
盗
読
言
ふ
所
を
講
さ
し
む
、
大
に
耳
癖
を
開
く
所
以
な
り

　
　
o
（
北
鯛
漫
罵
史
）

ご
、
か
く
各
藩
々
に
煮
て
議
事
燐
の
設
置
せ
ら
れ
た
の
み

で
な
く
．
…
地
方
↓
地
方
の
藪
藩
が
集
乱
し
て
地
方
倉
議

を
開
く
こ
ざ
も
催
さ
る
、
に
至
っ
た
、
有
名
な
る
四
旧
囲
十
・

三
藩
禽
議
一
名
金
毘
羅
二
王
、
豊
橋
を
中
心
こ
せ
る
参
尾

十
勲
｛
笹
蟹
議
、
京
都
附
近
府
窮
鼠
動
議
．
越
後
鞍
察
府
禽

議
の
如
き
は
明
溶
二
三
年
頃
の
辞
劃
で
あ
っ
た
Q
斯
る
形

勢
の
進
み
つ
、
あ
る
際
に
欝
っ
て
康
藩
置
縣
は
乱
行
せ
ら

ゆ
た
の
で
あ
る
。

　
野
鶴
の
後
に
於
て
も
、
縣
治
．
時
代
・
．
に
析
謂
地
方
の
縣
會

は
設
け
ら
れ
た
、
愛
知
照
箪
宇
都
宮
縣
・
滋
賀
縣
・
奈
良
縣
・

千
葉
暦
兵
庫
縣
・
熊
谷
縣
潅
斑
縣
ふ
題
暦
宮
城
醤
埼

玉
縣
虚
納
縣
の
動
き
そ
の
轟
で
あ
る
。
（
醗
驚
懸
記
）

　
　
　
　
　
　
　
　
箏
榊
號
　
　
　
七
〇
　
　
（
七
〇
）

　
臥
龍
の
薪
割
は
或
ぱ
斑
β
長
を
議
員
こ
し
て
居
る
の
も

あ
れ
ば
．
或
は
公
選
読
員
を
涯
戸
長
に
変
へ
て
環
催
し
て

居
る
の
も
あ
っ
た
。
明
治
八
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
．
公
逡

響
応
に
似
た
る
も
の
を
閥
設
せ
る
縣
が
七
．
蕩
戸
長
を
以

て
設
け
て
居
る
の
が
一
．
府
二
十
二
縣
の
多
き
に
逡
し
て
撮

た
の
で
あ
る
。
か
、
る
背
景
の
裡
に
地
方
寝
愈
議
は
腿
催

せ
ら
れ
だ
の
で
謎
6
0
つ
た
。
穿

恥

六
、
読
醗
爪
「
民
會
］

　
購
治
…
入
年
の
地
方
官
凝
議
に
於
て
、
民
愈
は
第
三
號
歳

一
こ
し
て
御
下
忽
せ
ら
れ
た
。
案
の
大
多
難
は
公
選
義
員

を
以
て
民
愈
を
紐
織
す
る
や
。
將
協
倉
些
戸
長
を
以
て
組
織

す
る
や
ご
云
ふ
に
あ
っ
た
。
議
長
木
β
孝
允
の
説
明
は
案

の
性
質
ご
其
時
代
の
民
度
・
を
察
慨
す
る
に
足
る
唯
一
の
婁

料
で
あ
る
Q
鷺
く
ヤ

　
明
治
七
年
五
月
二
織
謡
本
適
意
お
十
脳
の
詔
勅
の
如
く
、
一
般

　
入
h
馬
の
翻
船
囲
覗
瀧
へ
一
舟
二
4
2
蛇
∵
ま
せ
・
ら
る
、
は
囲
よ
り
言
か
湯
挨
九
す
、



，

近
写
間
々
地
方
宮
の
意
を
以
て
或
は
艮
會
の
端
を
鰯
く
者
あ
り

ミ
難
も
、
未
だ
全
車
の
浦
…
法
あ
ら
す
、
悶
て
今
風
法
案
を
下
附

せ
ら
れ
た
り
℃
抑
維
新
以
來
蔦
爾
難
く
都
郡
の
景
象
大
に
異
な

る
者
あ
り
。
｝
縣
内
に
在
て
も
興
麗
質
ミ
偏
地
、
こ
は
瀬
る
詞
じ

か
ら
す
、
夫
れ
議
會
な
る
者
は
素
人
民
よ
0
起
り
禰
て
政
府
随

て
其
法
制
を
設
く
る
も
の
な
り
。
叉
些
少
の
人
鼓
を
以
て
成
立

す
べ
き
者
に
諜
る
な
り
。
且
議
會
の
趨
る
に
方
り
小
縣
躍
會
、

府
愈
の
瀬
序
あ
り
、
故
に
今
費
際
の
構
勢
に
通
駕
す
る
所
、
公

を
以
て
李
忠
實
の
衆
議
を
叢
さ
れ
ん
事
を
希
望
せ
ら
る
・
聖
意

な
り
。

議
問
に
載
せ
ら
れ
た
る
得
失
既
記
を
審
議
し
公
選
議
員
を
環
ふ

る
・
こ
簸
戸
長
を
用
ふ
る
ミ
の
事
一
定
し
て
然
る
後
、
府
縣
會

纏
會
の
方
法
を
聞
は
せ
ら
る
べ
し
、
然
る
に
羅
に
府
縣
會
山
蔓

一
己
を
云
ひ
て
、
町
村
會
を
云
は
ざ
る
は
何
ぞ
や
，
藩
し
詑
あ

り
、
明
治
七
年
の
調
査
．
に
溜
る
に
、
垂
國
の
人
n
開
搭
使
琉
球

を
除
き
三
千
三
百
三
十
五
蕩
七
千
三
百
八
十
八
入
，
戸
撒
七
百
「

○
八
萬
三
千
八
蕎
九
十
九
、
其
李
均
琵
琶
一
戸
隅
人
七
分
、
こ
す

又
町
村
の
撒
八
萬
〇
三
斎
七
十
嚇
一
あ
り
、
　
一
群
村
の
李
均
戸
数

八
幸
八
に
し
て
李
均
人
口
糊
百
十
醗
入
な
り
今
晦
村
會
を
設
け

　
　
第
十
巷
　
　
鋳
究
　
　
明
治
勅
年
の
塊
方
官
奪
議

蔚

＼

　
ん
・
こ
す
、
其
議
員
を
濯
む
必
ず
二
十
圃
歳
以
上
の
戸
主
た
る
べ

　
く
、
叉
財
土
田
産
の
蒋
蕪
多
少
の
㈱
眼
を
設
け
ざ
る
べ
か
ら
タ

　
鷲
に
女
戸
主
及
二
十
一
鎚
製
糖
の
男
戸
宅
並
に
官
吏
、
兵
隊
、

　
三
脚
職
、
鑓
獄
懲
役
入
等
を
除
く
ミ
き
は
一
購
村
の
戸
主
概
略

　
多
く
ミ
も
五
十
入
に
卿
禰
た
す
、
叫
器
財
蔭
の
翻
…
限
を
’
繍
へ
て
嫌
具
に

　
丁
幾
き
る
べ
き
者
僅
々
而
巳
，
是
全
國
一
般
に
町
村
會
を
設
け

　
ざ
る
贋
以
な
り
、
趨
れ
曹
も
奨
地
方
地
方
に
よ
り
て
は
大
牲
大

　
町
無
き
に
還
す
、
叉
数
町
村
を
合
議
し
て
會
を
遺
す
べ
か
ら
ざ

　
る
に
非
ら
す
、
是
曝
書
、
地
方
の
適
賞
な
る
べ
し
ミ
難
も
、
興
議

　
員
の
選
聡
法
規
期
捌
限
等
の
加
き
之
を
全
て
大
異
同
な
か
る
べ

　
か
ら
す
、
放
に
隆
に
設
立
せ
し
者
、
こ
、
特
に
．
設
立
せ
ん
隔
こ
す
る

　
萱
こ
皆
之
を
上
巾
し
て
受
理
施
行
す
べ
き
も
の
な
り
。

　
か
く
て
七
月
八
跨
評
議
に
上
っ
た
。
常
臨
議
論
の
大
禮

を
案
ず
る
ε
、
此
の
民
會
の
設
縫
を
以
て
大
三
下
移
の
端

を
．
閥
き
延
き
て
我
國
に
典
灘
政
治
陰
影
の
先
回
を
な
す
も

の
こ
し
て
極
力
此
を
非
こ
し
た
の
は
鹿
兇
鵬
縣
倉
大
山
綱

良
の
「
民
會
未
不
開
」
の
論
で
あ
る
。
典
大
意
に
日
ふ
、

　
伏
し
て
，
謎
本
全
國
の
形
勢
を
綱
る
に
、
首
郡
葉
京
府
の
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
七
一
　
　
（
七
一
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
明
漁
初
年
の
題
方
官
愈
蹴

　
在
り
ミ
錐
も
、
入
情
未
だ
安
寧
な
ち
す
、
生
産
朱
だ
繁
殖
せ
す

　
風
俗
未
だ
醇
厚
な
ら
す
、
盗
賊
未
だ
嚢
止
せ
す
、
薦
る
を
況
や

　
・
谷
地
に
於
て
を
や
、
故
に
民
會
を
恥
き
公
議
興
論
を
回
り
，
以

　
て
政
を
施
さ
ん
ミ
欲
す
、
正
意
美
な
ら
ざ
る
に
非
す
、
然
れ
さ

　
　
も
方
今
見
直
を
開
く
に
於
て
，
妨
三
極
て
多
し
、
姑
く
典
大
端

　
を
翠
る
に
、
入
民
群
集
し
畷
々
紛
論
，
首
鳩
こ
し
て
地
方
官
員
の

　
賢
愚
政
事
の
得
失
を
議
し
、
此
の
三
三
は
旧
く
遽
ふ
べ
し
、
既

　
鯛
任
官
は
殺
す
べ
し
等
の
事
を
論
じ
、
是
よ
り
湖
り
て
左
右
大

　
臣
及
参
議
の
職
陵
を
論
じ
、
甚
敷
は
終
に
共
和
政
治
の
輪
を
圭

　
比
し
、
政
府
は
入
民
を
妨
害
束
緯
す
る
、
の
地
た
る
を
唱
へ
ん
，

　
萬
ロ
同
騰
必
然
の
事
に
し
て
三
家
三
三
遽
に
其
後
を
善
く
す
可

　
ら
す
、
假
令
旨
三
三
を
用
ひ
日
々
入
を
刑
す
る
・
こ
も
湖
止
す
る

　
能
は
す
、
故
に
民
會
を
開
く
は
他
日
人
民
三
三
進
歩
の
時
を
待

　
ち
、
，
朝
麺
地
方
の
官
貫
協
同
今
旦
看
實
の
旧
事
に
勉
力
す
べ
き

　
な
り
。
徒
に
文
僚
を
事
ミ
せ
、
ざ
る
べ
し
。

ご
姦
し
此
の
議
論
は
賛
成
藩
を
得
す
し
て
、
議
事
は
釜

盆
進
行
し
淀
の
で
あ
っ
た
。
余
り
に
煩
難
の
嫌
は
あ
る
が

叢
に
数
氏
の
議
論
を
紹
介
し
て
、
嘗
時
の
艮
度
を
調
査
し

策
一
轍

七
二
　
　
（
七
二
）

て
見
■
襲
い
、

兵
庫
縣
諾
了
田
孝
関
口
く
、

　
遷
れ
民
団
の
本
色
よ
り
考
察
す
れ
ば
、
誰
れ
か
公
…
選
を
霧
ε
す

　
る
者
あ
ら
む
や
。
只
其
公
濯
鍛
愈
を
開
く
迄
の
補
綴
に
は
簸
戸

　
長
會
を
良
し
¶
こ
し
、
或
は
湿
戸
長
を
空
陸
に
委
し
て
議
員
た
ら

　
し
め
、
一
三
は
簸
戸
長
よ
り
一
名
、
公
選
し
て
扁
名
を
暴
て
、

　
官
民
混
同
龍
離
曾
の
見
込
を
回
る
も
あ
る
べ
し
、
然
れ
さ
も
到
底

　
其
蹄
着
す
る
所
を
閥
へ
ば
、
熱
れ
も
公
選
民
＾
曾
を
是
ミ
す
る
に

　
回
る
者
な
し
、
故
に
爾
端
の
中
に
て
熟
れ
か
一
に
決
せ
よ
ε
の

　
櫛
下
問
な
ら
ば
、
只
々
公
逡
民
會
を
可
ミ
す
べ
け
れ
さ
も
、
覗

　
に
兵
庫
縣
の
如
き
は
、
匿
戸
長
一
々
議
事
の
膿
に
慣
れ
、
鷺
今

　
に
て
は
之
に
加
ふ
る
に
一
三
よ
り
公
選
の
議
員
一
名
宛
を
入
れ

　
漸
次
を
以
て
民
訴
に
獲
移
せ
ん
ミ
企
て
つ
、
あ
り
。

　
冷
日
の
費
況
に
於
て
、
庭
戸
長
嘗
は
或
は
適
度
な
る
べ
し
ミ
難

　
も
、
駆
戸
長
は
給
料
を
以
て
三
鷹
に
附
属
す
る
行
政
爽
な
り
、

　
故
に
廣
戸
長
ば
か
り
の
協
議
を
以
て
入
興
の
輿
論
ざ
見
微
し
難

　
し
、
須
ら
く
眞
正
の
公
選
代
人
を
層
層
に
加
入
せ
し
め
入
昆
に

　
は
負
荷
す
べ
き
所
の
義
務
あ
る
を
知
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
す
、



、

　
盤
は
瞳
の
入
用
を
割
合
せ
之
を
課
す
る
に
閉
り
代
議
人
是
を
可

　
ε
せ
ば
航
れ
人
民
之
を
可
「
こ
せ
る
も
の
な
り
。
若
し
可
ミ
し
な

　
が
ら
劇
合
の
金
を
禺
さ
ゴ
る
者
は
墜
ち
會
議
の
違
約
人
に
當
る

　
を
以
て
身
代
限
に
及
ぶ
共
之
を
出
金
せ
し
む
べ
嚢
の
綴
利
あ
り

　
優
戸
長
會
而
已
に
て
は
未
だ
斯
の
如
き
灌
利
も
無
く
、
叉
斯
の

　
如
き
義
務
を
人
畏
に
負
荷
せ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

三
重
陰
野
倉
代
理
歳
事
鳥
山
重
信
曰
く
．

　
地
方
の
民
會
は
総
て
嗣
度
法
律
を
議
す
る
0
礎
は
輿
ふ
べ
か
ら

　
す
ε
難
、
規
則
、
章
程
、
其
万
頃
得
ざ
れ
ば
、
常
に
公
盆
を
輿

　
へ
る
事
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
す
施
政
上
に
着
て
許
多
の
障
凝
を

　
生
す
る
に
付
、
反
て
三
民
の
通
害
を
醸
成
す
る
に
至
る
べ
し
、

　
申
に
鋳
て
選
果
・
法
の
如
き
は
最
も
意
を
癩
へ
ざ
る
べ
か
ら
す
、

．
今
全
癒
懸
濁
の
聞
、
開
化
の
等
級
量
徒
ら
に
三
宮
五
十
九
縣
の

　
異
な
る
の
み
な
ら
ん
、
一
港
内
幅
こ
難
も
亦
織
る
差
蓮
あ
り
、
之

　
に
適
慮
す
る
の
法
を
設
け
る
費
に
難
し
ε
駕
す
。
悟
れ
公
選
ミ

　
籔
戸
長
ミ
得
失
御
推
周
あ
る
所
以
歎
、
隠
れ
共
實
際
の
適
不
適

　
は
公
選
を
用
ゆ
る
ミ
、
腿
戸
長
を
用
ゆ
る
3
の
問
に
あ
ら
す
し

　
て
、
規
則
、
章
程
上
に
あ
り
。

　
　
　
第
十
．
巷
ヌ
　
研
　
究
　
　
明
殆
初
年
の
馳
方
賞
會
議

㍉

右
は
紳
田
、
鳥
山
爾
氏
の
所
論
の
大
意
で
あ
っ
て
、
云
は

“
折
衷
論
の
代
表
ビ
見
て
宜
し
い
の
で
あ
る
。
夫
か
ら
先

づ
匿
戸
長
會
を
開
く
べ
し
ε
云
ふ
漸
進
論
者
の
代
表
こ
し

で
渡
邊
適
当
柴
原
和
氏
、
楠
本
正
隆
氏
等
の
論
が
あ
る
。

其
所
論
の
要
黙
を
紹
介
す
る
ε
、

大
阪
府
樺
知
事
渡
邊
三
三
く
、

　
夫
れ
理
を
以
て
論
ず
れ
ば
、
公
…
選
民
・
曾
を
樋
脇
ε
す
れ
3
も
、

　
今
疑
の
耐
忍
よ
り
競
察
す
れ
ば
人
民
開
化
の
爲
に
於
て
は
随
戸

　
長
會
を
漉
常
な
の
S
す
べ
し
、
抑
も
公
選
民
會
は
其
入
を
得
れ

　
ば
下
露
の
石
巌
あ
り
ぐ
」
難
も
、
若
其
人
を
得
ざ
治
ば
徒
ら
に
鵬

　
化
の
態
を
模
擬
す
る
に
過
ぎ
す
し
て
却
て
行
政
上
に
害
を
致
す

　
べ
し
、
三
百
年
置
の
雛
害
を
一
時
に
矯
正
せ
ん
ε
欲
す
る
の
今

　
日
、
剛
利
一
害
の
盤
び
生
す
る
は
固
よ
り
怪
し
む
に
足
ら
ざ
れ

　
共
、
或
は
理
に
拘
泥
す
る
が
儒
に
利
を
招
か
す
し
て
害
を
受
る

　
に
至
る
事
あ
り
、
質
量
の
費
況
、
新
聞
紙
鳶
に
世
上
の
論
者
の
喋

　
々
討
論
す
る
所
を
糊
察
す
る
に
、
B
本
入
は
非
常
の
蓮
歩
を
成

　
す
に
纏
た
れ
共
、
一
般
入
民
は
然
ら
す
、
依
然
た
る
背
日
の
肩

　
本
入
な
り
，
論
者
は
寄
り
に
敏
府
の
攣
縮
を
轡
む
れ
共
腰
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
七
』
　
　
（
七
三
）

　
　
　
　
　
　
　
、
，



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
明
治
鰯
年
の
塊
方
官
愈
議

　
密
通
は
今
臓
果
し
て
何
雌
に
か
あ
る
。
薦
時
の
毅
癒
は
纏
に
居

　
蕊
を
命
じ
た
る
税
の
歴
鰯
な
れ
ば
入
民
は
之
に
抵
縞
す
べ
き
理

　
あ
れ
、
こ
も
、
今
ロ
の
政
麿
は
最
早
癩
鱗
腰
胴
に
嘘
ら
す
、
羅
綱

　
の
弊
害
を
除
か
ん
ε
欲
す
る
の
欧
直
な
O
。
墜
髄
の
根
本
は
、

　
上
意
下
に
徹
せ
す
、
下
情
上
に
蓬
せ
ざ
ろ
よ
⇔
熊
す
る
な
鶴
、

　
昏
鐘
の
要
は
此
の
上
下
の
情
を
疎
馴
し
て
互
に
之
を
知
ら
し
む

　
る
に
在
り
、
之
を
知
ら
し
む
る
に
は
亀
戸
長
期
を
以
て
、
児
腹
癒

　
ε
す
べ
し
、
、
震
は
云
は
ん
、
癌
戸
長
は
行
程
官
な
り
，
議
員
た

　
る
べ
か
ら
す
ミ
。
然
れ
恥
こ
も
我
輩
此
籐
に
在
る
も
の
は
隔
に
行
．

　
攻
宜
に
露
す
や
、
是
れ
僕
が
下
戸
長
倉
を
以
て
夏
に
事
實
に
妨

　
げ
な
し
ミ
認
た
る
研
以
な
の
。

千
葉
流
量
柴
原
和
巳
く
、

　
試
に
我
千
葉
縣
の
實
跡
を
以
て
之
を
云
は
ん
、
繭
年
以
來
二
重

　
濯
畢
の
法
を
以
て
人
民
の
代
議
人
を
説
け
、
縣
會
を
開
き
た
り

　
然
る
に
其
初
入
民
議
事
の
何
物
た
る
を
知
ら
ざ
る
の
み
な
ら
す

　
議
事
の
膿
裁
を
聯
せ
ざ
る
者
多
か
り
き
、
縣
令
議
長
鯖
こ
な
り
且

　
各
掛
十
一
簸
晶
以
上
の
官
吏
を
勲
据
物
或
に
繍
へ
、
靴
秘
事
の
法
捌
・
等
を

　
慣
習
せ
し
む
、
然
る
に
官
吏
の
画
工
は
一
の
番
結
の
議
を
奇
し

　
　
　
　
　
　
　
第
幅
號
　
　
　
七
四
　
　
（
七
四
）

て
敷
欝
欝
論
ず
る
ミ
き
満
場
媒
然
ミ
し
て
傾
聴
し
、
復
た
異
議

な
し
、
琵
を
以
て
動
軸
決
議
の
法
外
一
種
の
命
令
決
議
な
る
も

の
を
並
び
行
ひ
、
以
て
巽
弊
を
認
め
，
僅
に
議
事
の
膿
瀬
を
炭

せ
り
、
故
に
議
員
は
公
遷
に
係
る
ミ
錘
も
、
覚
賛
官
民
協
嗣
會

議
ミ
も
滅
べ
く
，
翠
縄
な
る
民
會
に
非
ざ
る
な
り
、
爾
來
叢
月

を
覆
み
人
々
償
習
の
久
敷
を
獄
て
今
臼
に
至
り
、
初
め
て
其
意

見
を
暢
達
ナ
る
事
を
得
る
に
至
れ
り
、
公
濯
議
禽
の
難
き
此
の

郊
し
、
頃
日
全
幅
入
民
傘
ね
實
着
の
力
甚
だ
乏
く
し
て
、
浮
躁

の
氣
籐
あ
り
，
故
に
夫
の
輕
跳
二
歩
の
叢
の
導
く
厨
、
こ
な
り
、
私

立
民
會
等
を
曝
し
、
動
も
す
れ
ば
官
鷹
の
命
令
に
抗
抵
す
る
の

風
を
爲
せ
り
、
此
の
時
に
隔
り
繊
か
に
公
選
民
會
を
開
か
ば
、

直
ち
に
、
雛
阪
の
在
る
黙
を
忘
れ
、
大
曲
府
の
畢
借
に
も
論
及

す
べ
し
、
之
を
逼
止
す
れ
ば
、
忽
ち
束
縛
な
り
ミ
云
ひ
．
腰
制

な
り
ミ
趣
け
、
果
は
折
角
の
公
選
議
會
を
蹴
て
無
盆
の
政
事
論

場
ミ
成
す
に
至
ら
ん
も
計
の
難
し
、
魁
の
糠
き
は
只
行
致
の
害

鳥
な
る
而
已
な
ら
す
、
倒
せ
て
概
俗
を
海
ふ
に
至
る
べ
し
、
故

に
第
一
に
は
公
…
選
議
奮
を
以
て
言
論
の
毛
編
、
第
二
に
は
匿
拶

長
金
を
以
て
今
難
の
液
度
に
座
す
る
の
途
中
書
し
、
第
三
に
は

眠
〉



　
入
射
の
進
歩
此
所
に
至
ら
ざ
る
所
は
、
必
ず
し
も
匿
戸
長
會
を

　
も
驚
く
に
及
ば
ざ
る
べ
し
。

　
上
記
二
氏
の
議
論
の
外
に
、
地
方
畑
中
此
の
議
に
立
脚

し
て
．
立
論
し
た
人
は
澤
山
に
あ
っ
た
が
、
先
づ
代
表
的
の

も
の
ご
し
て
二
人
を
暴
げ
た
。
弼
し
て
急
進
論
ご
も
云
ふ

べ
き
公
選
悪
馬
慣
行
論
の
代
表
蔚
議
論
ε
し
て
は
中
島
信

行
の
所
論
を
紹
介
し
た
い
。

紳
奈
預
懸
倉
中
島
信
行
鷺
く
、

　
一
意
は
陛
に
公
選
民
脅
を
起
す
に
決
し
給
ふ
な
り
、
諸
氏
は
徒

　
ら
に
三
民
の
地
位
未
だ
公
選
議
會
を
開
く
の
度
に
蓮
ま
ざ
る
噛
、
」

　
せ
ん
も
雪
辱
に
翼
度
に
莚
ま
ざ
る
ミ
せ
ん
か
、
展
戸
長
會
も
亦

　
一
度
に
際
せ
ざ
る
べ
し
、
藩
瞳
戸
長
會
は
人
民
の
度
に
癒
ぜ
リ

　
ミ
せ
ん
か
、
何
放
に
公
三
民
倉
は
之
に
慮
ぜ
ざ
う
か
、
僕
は
諸

　
氏
が
眼
臼
唱
こ
し
た
る
癒
不
慮
の
間
に
潤
て
夏
に
明
瞭
な
る
道
理

　
ε
實
謹
ε
を
見
礁
さ
す
、
髄
戸
長
は
縣
令
が
命
ず
る
琉
の
瀞
な

　
れ
ば
必
ず
人
才
な
り
、
公
選
議
員
は
人
民
が
選
暴
す
る
所
の
者

　
な
れ
ば
必
ず
人
才
に
非
ら
す
ご
す
る
か
、
僕
は
賊
戸
長
が
入
海

　
ば
か
り
に
罪
ら
ざ
る
を
撚
る
が
麹
く
奉
燈
に
も
亦
入
才
あ
る
を

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
・
朔
治
初
舘
の
駒
方
窟
愈
議

ε
、

零
す
る
な
り
、
見
よ
世
上
に
は
雌
紐
の
隈
戸
長
た
る
を
屑
書
せ

ざ
る
李
篤
の
富
井
の
間
に
在
る
事
を
、
一
且
公
書
す
る
時
は
僕

は
此
入
物
が
必
ら
す
陸
漱
ぐ
｝
入
漁
側
に
顯
は
れ
ん
を
豫
知
す
る

な
り
○
叉
涯
戸
長
は
捕
何
な
る
職
務
な
る
か
、
邸
ち
行
敦
の
一
部

に
燐
す
る
3
9
吏
な
り
、
官
吏
を
し
て
議
員
た
ら
し
む
る
ビ
に
議

會
の
根
理
に
弄
す
る
者
な
り
。
必
覚
匿
戸
長
樽
を
開
く
は
容
易

の
業
た
る
を
坦
て
、
之
を
再
ミ
す
る
に
野
ざ
る
な
る
べ
し
、
癩

何
ぞ
難
易
を
得
て
此
際
の
見
解
を
な
す
ぺ
け
ん
や
、
敏
に
僕
は

三
三
着
手
の
初
め
に
常
り
多
少
の
難
事
あ
る
に
も
せ
よ
、
噺
然

公
三
民
會
勘
開
く
べ
し
ミ
す
、
決
し
て
開
く
べ
か
ら
ざ
る
の
道

理
あ
ろ
な
き
な
り
。
三
新
智
識
の
進
む
に
從
ひ
國
家
光
榮
を
燈

す
は
諸
氏
の
然
り
ぐ
よ
撃
る
班
に
葬
ら
す
や
、
而
し
て
跳
の
智
識

を
蓬
む
る
に
は
入
民
を
し
て
盗
自
の
繊
利
を
璽
し
義
務
を
剣
ら

し
む
る
を
重
要
ミ
す
、
公
選
民
奮
に
依
る
に
罪
す
し
て
外
に
樹

の
策
あ
り
て
か
、
之
を
重
し
之
を
知
ら
し
む
べ
き
や
。

　
　
○
以
上
吏
談
禽
蓮
認
錐
三
百
三
十
や
號
井
一
一
　
百
三
十
入
號
蝋
方
官

　
　
　
回
議
筆
認

率
島
信
行
氏
は
、
欝
疇
有
名
な
急
進
論
陣
中
の
譲
々

　
　
　
　
　
　
第
一
醗
　
　
　
七
践
　
　
（
七
五
）

、

O



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
明
漕
擁
年
の
地
方
賞
愈
議

た
る
も
の
で
あ
っ
た
、
余
は
此
等
の
議
論
を
護
ん
で
、
麟

治
七
年
民
選
議
院
設
置
建
自
以
來
、
瀦
藤
弘
之
・
津
田
眞
道

大
井
憲
太
郎
・
西
周
・
右
澤
滋
・
西
村
茂
樹
諸
氏
の
閥
に
交

さ
れ
た
遺
文
開
設
欝
早
事
ご
國
會
開
冷
寒
の
論
ご
が
全
く

之
ご
同
理
路
を
辿
っ
て
居
る
こ
ご
を
興
味
深
く
威
す
る
の

で
あ
る
」

　
か
く
て
決
を
探
ら
れ
た
庭
、
硬
戸
長
を
議
熊
襲
に
用
ゆ
る

を
可
こ
す
る
者
三
十
九
入
ご
云
ふ
大
多
数
を
以
て
決
定
し

た
、
詳
し
く
云
ふ
ご
（
一
）
逼
戸
長
を
可
ご
し
て
公
選
議
員

を
交
へ
ん
こ
す
る
拠
4
3
二
人
、
（
二
）
民
営
裂
く
べ
か
ら
す
、

已
む
を
得
す
ん
ば
姑
く
匠
戸
長
を
直
ゆ
る
を
可
ご
す
る
者

一
人
、
（
三
）
公
選
を
可
ε
し
。
姑
く
匿
戸
長
を
用
ふ
る
皇

尊
人
、
（
四
）
公
選
を
可
こ
し
、
無
縫
適
度
の
可
否
を
云
は
ざ

る
者
一
入
、
（
五
）
孚
は
逼
戸
長
を
用
ひ
、
掌
ば
公
選
議
員

を
用
ひ
ん
こ
し
、
可
否
を
云
は
ざ
る
者
一
入
ご
云
ふ
有
楼

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
此
の
決
議
を
地
方
彰
々
議
長
木
β
孝

允
か
ら
太
政
大
臣
三
條
實
美
に
宛
て
～
上
野
・
せ
ら
れ
た
が

　
　
　
　
　
　
　
第
圃
號
　
　
　
　
七
山
ハ
　
　
（
七
六
）
　
　
　
　
　
　
－

翌
七
月
九
臓
に
は
、
此
の
決
議
に
重
き
、
府
縣
會
涯
會
の

案
が
下
附
せ
ら
れ
た
。
然
る
に
府
縣
會
寓
意
を
併
せ
開
く

べ
し
ご
云
ふ
地
方
官
多
数
の
意
見
に
よ
っ
て
、
七
丹
十
R

に
湛
長
を
以
て
府
…
…
覗
窓
を
興
す
法
案
ご
戸
長
を
以
て
匪
會

を
興
す
法
案
蜜
の
二
尊
が
交
付
せ
ら
れ
た
の
で
、
此
を
審

議
し
夫
々
條
項
に
就
き
て
の
決
議
案
文
は
同
じ
く
地
方
宮

愈
議
長
木
戸
孝
允
か
ら
太
政
大
臣
三
條
實
美
に
上
申
せ
ら

れ
た
。
（
更
談
倉
穂
詑
録
三
百
三
十
九
號
）

か
く
の
如
く
に
し
て
第
一
次
の
地
方
官
會
議
は
所
謂
「
民

會
」
の
形
弐
論
を
主
ご
し
て
絡
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
府

縣
愈
並
に
匪
會
の
議
事
規
程
も
鍛
十
條
に
整
理
せ
ら
れ
て

居
た
が
、
此
の
條
項
ぽ
途
に
瞬
よ
う
暗
に
葬
ら
れ
て
居
る
。

勿
論
後
に
は
明
治
十
年
西
南
の
役
の
影
響
も
あ
っ
だ
こ
ご

ご
思
ふ
。
が
院
外
の
石
動
激
烈
な
り
し
に
係
は
ら
す
公
選

民
會
が
通
…
過
せ
な
か
っ
た
こ
ご
は
、
　
一
部
の
民
縫
…
論
岩
の

非
常
に
不
満
で
あ
っ
た
こ
ご
で
、
近
事
評
論
の
記
者
は

コ
失
レ
望
　
會
議
一
の
姿
煮
に
「
内
閣
の
垂
問
に
証
す
る
に
遍



～

戸
長
愈
を
可
ご
す
る
の
答
議
を
以
て
し
た
る
は
、
常
時
頗

る
輿
論
を
し
て
望
を
此
會
議
に
失
は
し
め
だ
る
に
非
ら
す

や
L
蘇
響
云
っ
て
居
る
。
か
し
て
西
爾
の
役
等
の
爲
め

第
二
回
の
會
議
は
、
明
治
十
一
年
に
開
愈
せ
ら
れ
だ
。

七
、
第
ご
回
地
方
官
會
議

　
第
二
回
の
地
方
官
會
議
は
．
明
治
十
一
年
四
月
十
臼
か

ら
五
月
三
日
ま
で
開
運
せ
ら
れ
た
、
場
所
は
東
京
賓
田
町

太
政
官
舜
局
内
で
あ
っ
た
　
議
長
は
饗
議
伊
藤
博
文
で
幹

事
は
庸
主
に
よ
っ
て
東
京
府
知
事
楠
本
正
隆
が
幹
事
長
、

内
務
大
書
記
官
松
田
道
之
、
愛
知
縣
寝
装
場
保
和
、
囁
濁
縣

令
渡
邊
溝
が
幹
事
に
常
重
し
た
の
で
あ
る
。
御
用
掛
に
は

太
政
官
大
書
記
官
弁
蓋
毅
同
尾
崎
三
良
、
内
務
大
書
記
富

松
田
滋
之
、
太
政
官
礎
大
書
記
官
古
澤
滋
、
工
部
擢
大
書
記

官
安
揖
繁
成
，
太
政
官
少
書
記
官
金
弁
之
恭
、
同
股
野
琢
、

四
等
編
修
依
田
百
川
等
が
拝
命
し
た
Q
ロ
報
証
の
薦
地
源

一
郎
氏
は
月
給
二
百
懸
を
以
て
御
雇
を
命
せ
ら
れ
た
、
此

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
慌
　
　
明
活
初
婿
の
触
方
宮
禽
議

は
記
録
掛
長
で
あ
る
。
而
し
て
傍
聴
人
は
場
所
狡
駐
の
故
を

以
て
除
程
制
限
が
あ
っ
て
、
官
臆
省
使
の
官
員
二
名
、
府
縣

よ
う
の
随
行
員
一
名
、
華
族
二
名
宛
ε
限
定
せ
ら
れ
た
、
四

月
十
六
臓
特
2
4
の
詮
議
を
以
て
曙
新
聞
記
者
石
橋
中
和
、

報
知
新
聞
記
者
吉
田
次
郎
、
朝
野
新
聞
記
者
澤
田
四
温
、

民
間
新
聞
記
岩
犬
養
毅
が
傍
目
を
許
さ
れ
た
。
三
條
太
政

大
臣
、
岩
倉
看
大
臣
、
有
栖
携
元
老
院
議
三
宮
、
大
久
保

内
務
郷
や
外
國
公
使
館
員
な
ご
時
折
傍
礁
に
墾
ら
れ
た
陛

下
に
於
か
せ
ら
れ
て
も
、
四
月
十
日
、
四
月
十
九
臓
、
四

月
廿
隙
隙
に
臨
御
あ
ら
せ
ら
れ
た
が
、
五
月
三
日
の
閉
院

式
の
際
に
は
、
御
不
豫
の
爲
有
栖
川
熾
仁
親
王
が
臨
ま
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
主
な
る
議
題
は
、
府
縣
會
規
則
、
地

方
税
規
贈
、
町
村
編
制
法
で
あ
っ
た
、
裏
庭
獲
換
の
議
論

は
着
々
實
擬
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
雪
幕
暴
地
方
）

八
、
府
縣
愈
規
刻

府
縣
愈
瀕
設
に
關
す
る
大
膿
の
方
針
が
、
明
治
八
年
第

　
　
　
　
　
　
第
一
魏
　
、
　
七
七
　
　
（
七
七
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
捉
　
　
明
油
靭
年
の
端
方
賞
禽
議

一
圏
地
方
官
争
議
の
際
に
議
決
せ
ら
れ
て
居
だ
こ
ご
は
、

紅
馳
に
…
蓮
べ
晶
尺
。
此
謙
隅
撫
粂
は
結
綴
四
目
盆
野
村
載
量
の
【
一
二
鴇
幽
環
翻
騨
以
遠

の
重
大
事
件
」
ご
云
へ
る
如
く
全
く
重
大
事
件
で
あ
っ
た

就
中
其
の
府
景
象
議
員
墨
壷
資
裏
海
に
議
員
資
格
は
伊
藤

議
長
の
言
明
せ
る
如
く
「
、
本
條
は
本
案
中
の
骨
子
」
で
あ
っ

た
Q
今
臓
普
選
論
等
の
入
ヶ
織
工
際
既
の
評
論
を
紹
禽
し

置
く
こ
ご
は
無
碍
の
こ
ご
で
無
い
ご
信
ず
る
の
で
あ
る
。

蒲
し
て
前
愈
議
に
於
て
蟻
蚕
會
は
逼
長
を
以
て
す
る
こ
ご

に
議
決
し
な
が
ら
、
既
度
の
府
縣
曾
草
案
が
、
全
然
公
爵

議
員
を
以
て
す
る
こ
ご
に
、
草
案
の
匙
呈
せ
ら
れ
て
居
る

の
は
民
礎
史
上
注
意
す
べ
き
こ
ご
で
あ
る
Q
近
事
評
論
の

記
庸
は
「
聖
上
英
断
を
以
て
初
回
會
議
が
姑
く
証
戸
長
曾

、
を
可
こ
す
る
の
映
議
あ
り
だ
る
に
拘
は
ら
す
公
選
議
曾
法

に
依
り
府
華
客
規
摺
を
愛
器
し
之
を
會
議
に
下
問
せ
ら
る

、
に
至
れ
り
」
ご
云
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
被
選
墨
人
資
格
誇
論

　
被
逡
墨
人
の
資
格
は
原
案
に

　
　
　
　
　
　
雑
一
號
　
　
　
七
入
　
　
（
購
入
）

府
縣
會
の
議
員
は
郡
蔽
の
大
小
を
問
は
す
，
西
郡
薮
よ

リ
罪
責
を
選
ぶ
、
其
郡
を
分
て
部
ご
す
る
も
の
郡
に
同

じ
。

　
府
縣
の
議
員
た
る
事
を
得
べ
き
も
の
は
満
二
十
五
歳
以

　
上
の
男
子
に
し
て
、
其
郡
簸
内
に
住
居
し
、
其
府
懸
内

　
に
於
て
地
租
十
遜
以
上
を
納
む
る
も
の
に
限
る
Q

　
　
但
左
の
件
々
に
鯛
る
、
者
は
議
員
た
る
事
を
得
す
。

　
　
一
、
風
構
自
痴
癖
者

　
　
こ
，
懲
役
「
年
蹴
上
實
刑
に
庭
せ
ら
れ
た
る
者

　
　
三
、
身
代
限
の
庭
分
を
受
け
、
負
債
の
辮
償
を
・
絡
へ

　
　
　
　
ざ
る
春

　
　
四
、
官
吏
及
澱
導
職

ご
あ
っ
た
が
、
議
論
巡
る
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
其
の

政
正
案
に
は
（
】
）
入
口
を
基
礎
こ
し
て
議
員
数
を
定
む
べ

と
云
ふ
論
（
生
口
隆
吉
、
由
田
秀
典
等
の
論
）
三
二
郡
二
人
以
上
乞
て

其
以
上
は
長
を
標
聾
す
べ
し
あ
論
（
岩
村
叢
俊
、
藤
村
紫
附
等
の
論
）

（
三
）
一
郡
一
人
以
上
ピ
し
其
の
以
上
は
入
口
二
萬
以
上
｝

鯵



人
を
辮
す
べ
し
あ
論
（
渡
邊
溝
の
論
）
〈
四
選
暴
人
数
を
標
準
こ

し
て
被
選
爆
入
を
定
む
べ
し
あ
論
（
楠
本
正
隆
の
論
）
（
五
）
地
租
納

額
を
五
圓
以
上
こ
す
べ
し
あ
論
（
出
国
秀
典
、
鮪
本
正
隆
の
譲
）
（
さ
不

動
産
所
有
額
を
標
讐
す
べ
し
あ
論
（
岩
村
高
恩
の
論
）
（
七
）
當
時

の
智
識
階
級
こ
も
云
ふ
べ
き
敷
導
職
に
資
格
を
輿
ふ
べ
し

ご
の
論
（
岩
村
高
峰
の
論
）
な
ご
が
あ
っ
た
が
、
政
府
委
員
松
田
道
之

は
一
々
此
等
の
説
を
駁
し
て
原
案
の
維
持
に
努
力
し
た
、

今
一
二
議
論
を
紹
介
す
る
ご
。

　
李
幽
靖
彦
，
の
論
に
曰
く
、
亡
霊
は
部
は
同
一
行
政
涯
な

　
り
假
倉
大
小
贋
狭
若
く
は
戸
数
入
員
の
多
募
あ
る
も
之

　
に
依
っ
て
藝
灌
利
の
不
同
な
る
忍
な
し
同
一
櫨
利
を
有

す
る
以
上
は
同
「
の
議
員
を
逡
出
す
べ
し
。

　
藤
村
紫
朗
の
論
に
鐵
く
、
議
員
に
選
暴
せ
ら
る
、
は
入

　
の
乱
暴
な
り
．
入
こ
し
て
量
賭
碁
を
好
ま
ざ
る
も
の
あ

　
ら
ん
や
，
済
す
れ
ば
議
員
た
ら
ん
と
欲
し
て
慮
然
職
業

　
を
勉
耀
し
、
絡
に
地
租
若
干
を
畳
む
る
に
至
ら
ん
、
本
案

　
は
隠
に
入
民
を
奨
鰯
す
る
の
滋
を
含
ま
し
め
た
る
も
の

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
明
油
初
年
の
趣
方
官
愈
議

　
な
り
◎

　
籠
手
田
安
定
の
論
に
耀
く
、
實
際
を
考
ふ
る
に
多
く
貢

　
租
を
弾
む
る
も
の
に
苦
催
少
な
く
、
少
し
く
細
る
も
の

　
は
却
っ
て
苦
惰
多
し
傷
因
て
其
苦
情
多
き
も
の
を
選
暴

　
せ
ざ
る
ピ
き
は
入
費
等
を
議
す
る
の
圭
意
に
背
く
に
似

　
だ
り
。
又
納
視
一
圓
の
差
異
に
て
民
構
な
き
も
の
ε
同

　
刻
ビ
成
b
・
歎
ず
べ
｝
ゴ
駿
況
か
の
・
9
0

　
安
場
保
和
の
論
に
日
く
、
地
租
十
騰
以
上
を
納
る
人
民

　
は
我
愛
知
紋
下
に
於
て
は
僅
々
数
ふ
べ
し
、
且
地
租
十

　
園
以
上
を
納
る
入
物
に
は
班
謂
農
家
門
閥
に
し
て
愚
物

　
多
し
人
材
を
得
る
は
却
て
中
産
の
渚
に
在
り
原
案
の
如

　
き
蔵
域
を
狡
く
す
る
ビ
き
は
今
践
の
適
度
に
背
馳
す
。

而
し
て
松
田
滋
之
の
原
案
維
持
説
の
要
黙
は
府
縣
會
を
以

て
智
識
階
級
を
網
羅
せ
ん
ざ
す
る
に
あ
ら
す
し
て
寧
ろ
地

方
税
を
議
す
る
機
關
ビ
す
れ
ば
今
口
の
時
勢
原
案
を
以
て

最
も
中
庸
を
得
た
る
論
な
り
ご
主
張
し
た
。
か
ぐ
て
原
案

は
多
少
の
修
正
を
見
て
、

　
　
　
　
　
　
　
第
．
憎
號
　
　
　
七
九
　
　
（
七
九
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
明
軸
…
翻
年
の
趣
方
賞
倉
議

　
府
縣
會
の
議
員
は
郡
麗
の
大
小
に
依
り
毎
郡
甚
に
五
入

　
以
下
を
選
ぶ
（
選
翠
第
十
條
）

　
府
縣
の
議
員
た
る
こ
ご
を
得
べ
き
者
は
満
ニ
ナ
五
歳
以

　
上
の
男
子
に
し
て
、
其
実
唾
罵
に
本
籍
を
定
め
、
満
三

　
年
以
上
居
住
し
其
府
縣
内
に
於
て
地
租
十
圃
以
上
を
納

　
む
る
者
に
限
る
Q
蝶
矢
の
各
欺
に
鱗
る
》
嚢
は
議
員
だ

　
る
こ
ご
を
得
す
（
各
欺
原
案
に
同
じ
）
（
選
畢
第
十
三
條
）

絶
ち
議
員
数
の
要
事
を
見
た
の
で
あ
る
が
。
出
職
縣
の
如

き
は
舞
三
人
を
奮
せ
し
め
て
居
・
驚
喜
礪
鑛
群

鵜　
　
　
　
　
選
暴
入
漁
冥
路
胴
評
論

第
二
回
地
方
官
町
議
に
於
て
行
は
れ
た
選
暴
入
資
絡
の
評

論
は
、
普
選
論
の
行
は
る
〉
今
研
頗
る
墾
考
に
資
す
べ
き

も
の
が
あ
る
。
原
案
は
、

　
議
員
を
選
暴
ぎ
る
を
得
べ
き
者
は
、
満
二
十
歳
以
上
の
男
子
に

　
し
て
、
其
郡
一
丁
に
住
罵
し
、
其
府
脳
内
に
於
て
地
租
十
圓
以

　
上
を
納
む
る
も
の
に
限
る
。

　
　
但
前
條
（
被
選
墨
人
資
格
発
駅
）
の
第
二
項
第
一
第
二
第
三
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
入
○
　
　
（
入
○
）

　
　
野
々
に
陰
る
Σ
者
は
選
暴
入
た
る
こ
マ
」
を
得
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

で
あ
っ
た
が
、
噸
る
議
論
が
多
く
女
子
に
郵
政
擢
を
與
ふ

べ
し
ご
の
論
も
あ
っ
た
Q
同
論
糠
は

　
被
選
町
人
た
る
議
員
は
男
子
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
奪
錘
、
自
己

　
の
名
代
人
た
る
人
を
選
ぶ
に
は
女
子
電
難
も
之
を
爲
し
能
ふ
べ

　
し
、
離
日
己
に
女
戸
主
を
許
す
上
は
、
女
戸
主
も
地
租
五
圓
以

　
上
の
人
は
男
子
ε
同
じ
く
選
心
入
た
る
の
礎
を
得
せ
し
む
べ
し

ε
云
ふ
に
あ
っ
た
。
就
麟
而
し
叉
政
府
委
員
等
は
此
を

駁
し
て
女
子
は
嫁
し
て
人
の
妻
た
る
事
も
あ
り
騰
蔽
又

投
票
を
郡
匿
騰
に
提
出
す
る
に
遽
路
往
返
す
る
は
難
儀
な

る
べ
し
あ
論
も
あ
っ
だ
三
無
叉
納
税
額
に
於
て
亙

村
の
地
租
総
額
の
孕
均
百
分
の
…
以
上
を
納
む
る
も
の
を

以
て
す
べ
し
ご
云
ひ
舗
翻
又
拾
圓
呈
の
納
税
は
選
暴

入
の
分
限
ご
し
て
高
き
に
失
す
れ
ば
深
潭
以
上
ご
な
す
べ

し
、
礎
來
得
べ
く
は
．
司
及
酌
分
限
を
低
落
し
て
昌
的
を
達

す
べ
し
雛
清
ご
云
ひ
、
叉
ご
面
以
蒸
す
べ
し
あ
論

儲
鍍
も
あ
っ
た
、
筆
て
結
局
　
　
　
　
，

　
議
員
を
選
溶
す
る
を
得
べ
き
者
は
、
満
二
＋
歳
以
上
の
男
子
に

男
ゾ



、

　
し
て
其
郡
匿
内
に
本
籍
を
定
め
其
府
縣
内
に
於
て
地
租
五
園
以

　
上
を
納
む
る
者
に
限
る
べ
し
Q

　
（
但
書
原
案
の
通
り
）

冠
の
成
果
を
得
た
。
邸
ち
大
選
畢
人
資
格
に
於
て
五
圓
の

低
下
を
見
た
の
で
あ
る
。

第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
明
泊
初
年
の
地
方
官
倉
議

第
一
號
㌔
　
入
一
　
　
（
入
一
）


